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〈論 説〉

ソヴェ ト社会主義共和 国連邦 の崩壊(1)

中 村 平 八
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ソヴェ トの崩壊(以 上本号)

社会主義の崩壊

共和国の崩壊

連邦 の崩壊

は じめに

1991年12月,ソ ヴ ェ ト社 会主 義 共和 国 連邦 は崩 壊 した。この こと は,わ れ わ

れ20世 紀 人 に と って,ど の よ うな意 味 を もつ の で あ ろ うか・さま ざ まな意 見 が

あ り うるが,ソ ヴ ェ ト社 会 主 義共 和 国連 邦(ソ ヴェ ト連邦・ ソ連邦・ ソ連 と略称)

の崩 壊 は,過 ぎ し20世 紀 最 大 の歴 史 的事 件 の0つ で あ り,後 世 の歴史 家 は,20

世紀 の歴 史 年表 欄 に,二 っ の世 界 大戦 と と もに,ソ 連 にお け る 「20世 紀 社会 主

義 」 の実 験 の失 敗 を,記 録 に残 す で あ ろ う。

20世 紀,ソ 連 は東 側社 会 主 義 陣営 の総 帥 と して,ア メ リカ合 衆 国 に代 表 され

る西側 資本主 義 陣営 に対 峙 して きた大 国 で あ った。 米 ソ対 立 を 基軸 とす る東西

冷 戦 体 制 は,第2次 世 界 大戦 後 の国 際関 係 を全 面 的 に規 定 して きた。 ソ連 の崩
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壊 は,東 側社会主 義陣営の敗北 を意味 した。 したが って,ソ 連崩壊 は各方面 の

専門家の関心 を集 め,す でに多 くのす ぐれ た論稿 が現れ
,論 争的著作 も公刊 さ

れてい る。われわれ もまた・ この問題 に関心 をいだ いてお り,ソ 連崩壊 にっい

て・私見を披露す ることに したい。

これ までの ソ連崩壊論 は,主 と して 「社会主義」の崩壊 に焦点 を合わせた も

のが多 い。それはある意味で当然で ある
。なぜな ら20世 紀 は,資 本 主義批判 の

最 も有力なイデオ ロギーであ り,体 制 である社会主義が,ひ とびとの関心 を集

めっづ けて きたか らである。まこと20世 紀 は
,世 界戦争 と民衆革命 の世紀 であ

り,た とえば東側の ソ連邦 も中華人民共和国 も,世 界戦争 の さなか,あ るいは

世界戦争 と関連 して・社 会主義をめざす革命 を契機 に誕生 した国家 であ
った。

こう して,社 会 主義 を標 榜す る国家 が現実 に複 数存在 す る とい う条件 の もと

で,「資本主義」対 「社会 主義」は,理 論的 に も実際的 に も,激 しい論争 問題 の

一っにな ったのである
。

ソ連 など東側 の政治家や イデオ ローグは,世 界 の社会 主義運動,労 働運動,

民族解放運動 を支援 し,社 会主義の資本主義 に対す る道義的 ・経済的優位 を声

高 に主張 した。これ に対抗 して,ア メ リカなど西側 の政治家 やイデオ ローグは
,

世界各地 の反共 ・反社会主義勢力を支持 し,自 由 と民 主主義 の点 での,西 側資

本 主義 の優位を主張 した。

西側 の自由放任経済(資 本主義経済)と 東側 ソ連 の計画経済(社 会主義経済)の

優劣をめ ぐる問題 では,当 初西側 は守勢 にまわ り,ソ 連 の主張を部分的 に認 め

ざるをえなか った。たとえ ば,西 側が1929年 の大恐慌 に打 ちのめされていた と

き・ ソ連 は工業化 をめざす5ヵ 年計画を猛烈 な勢 いで進 めていた
。西側 の先進

国や発展途 上国のなかには,と くに第2次 世界大戦後,経 済への政府介入 や政

府のマ クロ経済政策を積極的 に是認す るケイ ンズ主義が浸透 し
fガ イ ドライ ン

と してで はあ るが,東 側の 「計画経済」 を模倣 す る国 も現 れた
。

と ころが当の ソ連経済 は,1960年 代 にはい り 「計画経済」の累積す る矛盾 を

糊塗 で きな くな り,改 革 の試行錯誤 を開始 したが,80年 代 にはい り完全 に行 き

づま り,活 路 を,西 側資本主義 の自由放任の市場原理 に もとつ く経済運営方式
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に求 め ざ るを えな くな った。 しか し,市 場社 会 主 義(marketsocialism)も しく

は社 会 主義 的 市場経 済(socialistmarketecon。my)へ の転換 の試 み は,中 国 を除

い て,い ず れ の社 会主 義 国 で も失 敗 した。 そ の他 の原 因 も加 わ って,ソ 連 お よ

び東 欧 にお いて,い わ ゆ る共 産 党 の開 発 独裁 体 制 はす べ て崩壊 し,同 時 に共産

党 国家 もまた次 々 に消 滅 して い った。

本稿 で は まず}ソ ヴ ェ ト社 会主 義 共和 国連邦 の崩 壊 につ いて議論 す るに あた

り,予 備 的 考察 と して,ロ シア史,ソ 連 史,ソ 連 の国家 制 度 お よび ソ連 共 産党
(1)

に つ い て,一 瞥 して お く こ と に す る。

1予 備的考察

1-1ロ シ アの歴 史

東 ス ラヴ人 に よ る最 初 の国 家 キ エ フ ・ル ー シ(キ ェフ公国)が 建 国 され た の

は,9世 紀後 半 の こ とだ と され る。ル ー シの建 国 は伝説 の霧 につ つ まれ て お り,

は っき り しな い。 だれ が建 国 したか に関 して,ノ ル マ ン人 の リュー リク招 致説

と ス ラ ヴ族 自身 に よ る建 国説 の二 つ が あ る。 ル ー シの国 の歴 史 にお いて第1に

注 目 され るの は,地 中 海帝 国 ビザ ンチ ン(東 ローマ帝国)の 影 響 で あ る。 ル ー シ

は,黒 海 の彼方 にそ びえ立 つ ビザ ンチ ンか ら多 くの文 物 を受 け と り,経 済観 念

と と もにキ リス ト教(ギ リシア正教)を 受 容 した。 この こ とに よ って東 ス ラヴ人

は,文 字 ・数 字文 化 を もっ にい た り,産 業 の発 展 と正教 の信 仰 をつ う じて,ス

ラ ヴ古 層 文化 に ビザ ンチ ン地 中海 文 明 が表 着 し,両 者 は融合 して い った。

古 くはル ー シ(ロ シァという名称は15世 紀以後)と よば れ た東 ス ラヴ人 の国 は,

焼 畑 農 業 や牧 畜 ・漁 業 ・林 業 を生 業 と して お り,今 日で い う1次 産 品 の産 出 国

で あ っ鍵 。 ビザ ンチ ンの都 コ ンス タ ンチ ノポ リスや黒 海 周辺 地 域 へ の輸 出品 目

は,穀 物 ・蜂 蜜 ・蝋 ・號 珀 ・木材 ・毛皮 ・奴 隷 な どで あ り,ビ ザ ンチ ン側 は ブ

ドウ酒 ・香 料 ・金 属 用 具 ・織 物 ・宝 石 細 工 ・書 籍 な どを ス ラヴ地 域 に もた ら し

た。 ル ー シと ビザ ンチ ンの貿 易 は,今 日的 にい え ば,水 平 貿 易 で な く垂 直貿易

で あ り,当 然,付 加 価 値 は ビザ ンチ ン側 の物産 が高 か った。

キ エ フ は ドニ エ プル河 畔 の商業 ・行 政都 市 で あ り,ド ニ エ プル川一 黒 海一 地
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巾海 を交易 ル ー トと して コ ンス タ ンチ ノポ リスな ど とっ なが り,こ れ と は別 に

二 つ の交 易 ル ー ト,す なわ ち ドニ エ プ ル川 … ロヴ ァチ川一 イ リメ ニ湖 一 ヴ ォル

ホ フ川 一 ラ ドガ湖 一バ ル ト海 と}ド ニ エ プル 川 … い くつ か の小 河 川 一一ポ ロ ッ

久 ヴ ィテ ブ ス クー 西 ドヴ ィナ川一一バ ル ト海 とい うル ー トをっ う じて,バ ル ト

海 沿 岸諸 国 とっ なが って い た。 また後世 の経 済 史 家 は,キ エ フを,ヴ ォル ガ下

流域 の アテ ィル(ト ルコ系遊牧民 の国バザールの都,9世 紀,国 際貿易の中心地 とな る)

と南 ドイ ツの レーゲ ンス ブル ク とを結 ぶ 内陸交 易 路線 上 の 商都 と して重 視 して

い る。

キ エ フ公国 な ど東 ス ラ ヴの諸 公国 が 存 在 した地域 は,広 大 な ステ ップ(草 原)

で あ り,草 原 に はバ ザ ー ル に代 表 され る トル コ系遊 牧 民 が遊 牧 ・農 耕 国家 を っ

くって暮 ら して いた。 この南 ロ シア草 原 で は,ル ー シ諸公 国 と トル コ系遊 牧 ・

農 耕 国 家 との戦 争,勢 力拡 大 を め ざす ビザ ンチ ンとの対 立,ま た ル ー シ諸 公 国

間 の抗 争 が展 開 され た。 後 述 す るモ ンゴルートル コ系 騎 馬 軍 団 とル ー シと の遭

遇 は・ 〈 タター ルの くび き 〉と して,ル ー シに強 烈 な影 響 を与 え て ゆ く。 な お

ロ シア史 家 が い うく タ タール 〉 とは,南 ロ シア草 原 に移 住 して きた ア ジア系 の

ペチ ェネ グ人 や ポ ロベ ッ人 ,ま たモ ンゴル帝 国 の支 邦 で あ る ジ ョチーウル ス(キ

プチャク汗国)の 支配 時代 の モ ンゴルートル コ人 を指 した。

13世 紀 初 め,モ ンゴルの蒼 き狼 チ ンギ ス汗(1162頃 一1227)は
,モ ンゴルート

ル コ系諸 部 族 を ま とめ,世 界 史上 最 大 の帝 国 の建設 に着 手 した。1236年,チ ン

ギ ス汗 の孫 バ トゥ(1207-55)は,15万 の モ ンゴルートル コ系騎 馬軍 団 を率 いて

ロ シア に攻 め い り・ リャザ ン公 国,ガ ー リチ ・ヴ ォル イ ニ公 国,ヴ ラ ジ ミル大

公 国・ キ エ フ大 公 国 な どを次 々 と征 服 し,支 配下 にお いて い った。 バ トゥ軍 は

さ らに・ ク リ ミア・ ザ カ フカ ー ス,ポ ー ラ ン ド,ハ ンガ リー にまで軍 を進 めた。

この大 遠 征 の と き,ヨ ー ロ ッパ に,ア ジアを して野蛮 ・残 虐 ・脅 威 とす る
,い

わ ゆ る 「黄禍 論 」 の種子 が まか れ た ので あ る。

バ トゥは,西 北 ユ ー ラ シア草原 に住 む トル コ系 キ プ チ ャク族 を モ ンゴルの く

ウル ス 〉に組 み いれ,ウ ラル川 西 方 か ら ドニ エ プル川流 域 南 ロ シア草 原 に ま

で・ ジ ョチーウル ス(キ プチャク汗国)の 領 土 を広 げ,ヴ ォル ガ河 畔 にサ ライ ・バ
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トゥとい う都 を お いた。汗 は,臣 従 す るス ラヴ諸 公 に対 して は公 位 を安 堵 し,

貢 税 の義 務 を課 した。安 堵 され た ロ シアの諸 公 は,所 領地 の住 民 か ら租 税 と兵

員 を取 立 て,汗 に奉 納 した。 キ プチ ャ ク汗 国 で は,モ ンゴル系 と トル コ系 との

混 血 が進 み,言 語 的 に も文 化 的 に も急 速 に トル コ化 して,14世 紀 の前半 に は ト

ル コ系 ム ス リムの国 にな った。

モ ンゴル帝 国 もそ の支邦 も,戦 争 と破壊,殺 獄 と略奪 に明 け暮 れて いた わ け

で はな い。 この帝 国 は多 くの民 族 ・文化 ・言 語 ・宗 教 を包 み こん だ連 合国 家 で

あ り,そ れ ぞ れ の国(ウ ルス)に は,遊 牧 民 もおれ ば農 漁民 もお り,商 人 もお れ

ば職 人 もい た。 草 原 も あれ ば耕 地 もあ り,オ ア シ ス都 市 もあ れ ば,河 湖 畔 都

市 ・港 湾 都市 もあ った。 モ ンゴル帝 国 は,軍 事 国 家 で あ る と同 時 に重 商主 義 国

家,自 由貿 易 国家 で もあ った。帝 国 の軍 事 的安 全保 障 の もと,ジ ャム(駅 伝制度)

の整 備,牌 符(旅 券)の 発 行,通 行 税(関 税)の 廃 止,銀 本 位 制 の採 用,紙 幣 「交

砂」 の発行,塩 の引換 手形 「塩 引 」 の通 貨化,ウ イ グル商 人 や ム ス リム商 人 の

「オル トク」の ネ ッ トワー クの利用 等 をっ う じて,当 時 の地 中海 商業 を は るか に

上 回 る規模 の ユ ー ラ シア国 際 商業 を発 展 させ た。

広大 な モ ンゴル帝 国 に点 在 す る諸都 市,す な わ ち,大 汗 が 居住 す る大元 ウル

ス(中 国)の 大都(現 在の北京),カ ラ コル ム,杭 州,泉 州,京 兆,成 都,広 州,

オ ゴ タイ汗 国 の エ ミル,チ ャガ タイ汗 国 の サ マ ルカ ン ド,ブ ハ ラ,ア ル マ リ久

イ ル汗 国(フ レグーウルス)の タプ リー ズ,ア ンカ ラ,バ ク ダー ド,ホ ル ム ズ,キ

プチ ャク汗 国(ジ ョチーウルス)の サ ライ,キ エ フ,モ ス クワaさ らに帝 国 の外 の

東 地 中海 の ビザ ンチ ンの都 市 コ ンス タ ンチ ノ ポ リス(後 のイスタンブール),ア

レ ッポ,ダ マ ス カ ス,ア レクサ ン ド リア な どを縦横 に結 ぶ一 大 交 易 圏 が 出現 し

た。 モ ンゴル政 権 と友 好 関係 を結 ん だ ウイ グル商 人 や ム ス リム商人 は,行 路 と

商売 の安 全 を保 証 す る旅 券 を携 帯 し,駅 伝 制 を利 用 して 陸路 ・河川 路 ・海 路 を

盛 ん に往来 した。ヴ ェネ ッ ィア人 マ ル コーポー ロ(1254-1324)は,こ の駅 伝 制 を

利 用 して は るば る中国 の大都 に赴 きy大 汗 ク ビライ(1215--94)に17年 間仕 え

た後,泉 州,南 海 をへ て帰 国 し,『 東 方 見 聞録(世 界の記述)』 を あ らわ して,当
(3)

時の中央 アジアや中国の繁栄ぶ りを今 に伝えている。
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1240年 か ら1480年 まで の240年 間 にわ た るモ ンゴル の ロ シア支配 を
,ロ シ

ア側 は〈 タター ル の くび き 〉 とよぶ。 ロ シアの歴 史 家 によ れ ば,こ の間 ロシ ア

は,野 蛮 な ア ジア的専 制 国 家 の支 配 下 にお かれ,暗 黒 と停 滞 の時 代 を強制 され

た,と す る。 た しか に この時期,エ ル ベ川以 西 の ヨー ロ ッパ で は
,農 奴 制 の解

体過 程 がす す みa数 次 の十 字 軍遠 征 の あ とを うけ て,「 商業 の復 活 」,ル ネサ ン

ス,宗 教 改革,「 大 航 海 時代 」,産 業 革 命 とつ づ き,機 械 制 大 工業 を軸 とす る資

本 主義 の誕 生 を準 備 して い た。 と ころが 当時 の ロ シ アは,タ ター ルの専 制 支配

と重 い貢 税 に苦 しみ,社 会 進 歩 の圏外 に と り残 され ,ヨ ー ロ ッパ に対 して 「後

進 国」 の地位 に転 落 して い った,と い うの で あ る。

ロ シアの後 進性 の原 因 と して,ロ シアの歴 史 家 の よ うに,<タ タール の くび

き 〉を過 度 に強調 す るの は誤 りで あ る。 モ ンゴル帝 国 とそ の分 支 国 は
,多 分 に

重 商 主義 国家 の性 格 を有 して お り,キ プ チ ャ ク汗 国 支配 下 の ル ー シ も
,そ の影

響 で公 た ち は商 業 的産 業 を大 い に発 展 させ た。 か く して モ ン ゴル語 か らヤ ム シ

チ ー ク(御 者,モ ンゴルの駅伝制度 ジャムに由来) ,ト ル コ語 系 統 か ら タヴ ァール

(商品),カ ズ ナ ー(金 銭 国庫),カ バ ラー(負 債,契 約),ペ ル シア語 系統 か らバ

ザ ール(市 場)な どの言 葉 が はい り,ロ シア語 と して定 着 して い った
。わ れわ れ

の見 解 に よれ ば,タ ター ル支配 の時 代 か らモ ス ク ワ ・ル ー シの時 代 に再 編 強化

され た農 奴 制 の1861年 まで の 存続 こそが,ロ シアの近代 化,工 業化 を阻 ん だ最

大 の原 因 で あ った。 いず れ にせ よ,モ ン ゴル帝 国 の一 画 で あ った時 代 の ロ シア

の利 害 得失 につ いて は,再 考 の必 要 が あ る。

タ ター ル支配下 の ル ー シ諸 公 国 の なか で,通 商 と軍事 の要 衝 を 占め た モ ス ク

ワ公国 が次 第 に勢 力 をの ば した。モ ス ク ワ大 公 イ ヴ ァン3世(在 位1462 -1505)

は,東 北 ロ シアの諸 公 国 を統 一 す る と と もに,ノ ヴゴ ロ トを も併 せ(1478),タ

ター ル汗 に対 す る貢 納 を停止 し,キ プ チ ャク汗 国 の支配 を離 れ(1480)
,モ ス ク

ワを 中心 とす る中央 集 権国 家 をっ く りあ げ た。ロ シア史家 は,こ の1480年 を く

タター ル の くび き 〉の終 了 の年 と して い る。 なお イ ヴ ァ ン3世 は
,1453年 に滅

亡 した ビザ ンチ ン帝 国 の最 後 の皇 帝 の姪 と結 婚 し,ツ ァー リ(皇 帝)を 名 の り,

ビザ ンチ ン皇帝 の紋 章 「双 頭 の鷲 」 を 自家 の もの と し
,自 分 が ロー マ皇 帝 の唯
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一 正統 の継 承 者 で あ る と称 した。

全 ル ー シに君 臨 して繁 栄 を誇 った キ プチ ャク汗 国 は,15世 紀 に カザ ク汗 国,

カザ ン汗 風 ア ス トラハ ン汗 国,ク リ ミア汗 国 な どに分裂 し,衰 退 の道 を歩 ん

だ。 イ ヴ ァン4世(雷 帝,在 位1533-84)は,カ ザ ン汗 国(1552)と ア ス トラハ ン

汗 国(1556)を 併 合 して,ヴ ォル ガ水 系 を支配 し,モ ス ク ワ大 公 国 の地 位 を固

め,ロ シア帝 国 へ の発 展 の道 を拓 いた。 だ が ク リ ミア汗 国(1475年 同族のオスマ

ン ・トルコ帝国の宗主権下にはいる)は 依 然 と して強 大 で あ り,17世 紀 末 の ピ ョー

トル1世 の時代 まで,モ ス クワ大 公 国 に貢 税 を課 した。 な お イ ヴ ァ ン4世 は,

自分 の帝 位 を正 当化 す るた め,チ ンギ ス汗 の直 系 の子孫 で あ る,キ プチ ャクの

ア フマ ド汗 の 曽孫 シ メオ ン ・ベ クブ ラ トヴ ィチか らッ ァー リ位 を禅 譲 させ る と

い う手 続 をへ て,正 式 に ッ ァー一リの称 号を用 い る ことに した。

9世 紀 後 半 の キ エ フ ・ル ー シの建 国 か らく タター ル の くび き 〉の時 代 を へ て

モ ス クワ ・ル ー シの時代 にい た るまで,い くた の政 治 的変 動 が あ ったが,ル ー

シの経 済 的基 盤 は農 奴 制 農 業 で あ った。 多分 に奴 隷制 の残津 を もっ ロ シア農奴

制(各 種賦役や貢税の賦課,農 民の土地緊縛 ・売買 ・懲罰など)は,た び た び農 民 の反

乱 や逃亡 に直 面 した。 フ ロプ カの乱(1603),ス テ ンカ ・ラー ジ ンの乱(1670-

71),プ ガチ ョフの乱(1773-75)な どで農 民軍 は,地 方 の重 要 都市 を 占領 し,一

時 は首 都 へ 攻 め の ぼ る勢 い をみ せ た。貴 族(地 主)は 殺 害 され,土 地 台帳 は焼 か

れ,農 奴 は解放 され た。 しか し反乱 が敗 北す ると,農 奴 制 を強 化 す るた めの反

動 的 強 権措 置 が と られ た。

12世 紀 の 『過 ぎ し歳 月 の物語 』 とい う年 代記 に よれ ば,キ エ フ ・ル ー シの建

国者 は リュー リク(弘 一879)だ と伝 え られ る。 リュー リクの子孫 が公位 につ く

と い う伝 統 は,キ エ フ大 公 国 の 分 裂 後 もつ づ き,ル ー シ の 諸 公 はす べ て,

リュー リク朝 の子孫 で あ る と称 した。 時代 は下 り1598年,イ ヴ ァ ン4世 の子

フ ヨー ドル の死 に よ り,王 朝 と して の リュー リク朝 は断 絶 した。 動 乱 の 時代 を

へて,1613年 に ミハ イ ル ・ロマ ノ ブが皇帝 に選 ばれ,1917年 まで っつ くロマ ノ

ブ朝 の時代 が は じま った。

ロマ ノ ブ家 出身 の ピ ョー トル1世(大 帝,在 位1682-1725)は,新 都 ペ テル ブル
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クを建設 し・1721年 に 「全 ロ シアの イ ンペ ラー・トル」 とな り,こ こに ロ シア帝

国 が発 足 した。彼 は,帝 国 の拡大 を あ ざ して軍 備 の増 強 につ とめ,そ の た め に,

人 頭 税 を 課 し,塩 ・酒 の専 売 制 を し き,歳 入 増 を は か った。 大 砲 を は じめ軍

服.帆 布 な どの軍 需 物 資 を生 産 す るため に,ヨmッ パ か ら多 くの技 術 者 ・職

人 を雇 い いれ,各 種 の官営 マ ニ ュフ ァクチ ュ アを創設 して,官 有農 奴 を そ こで

働 か せ た。 商 人 に よ るマニ ュ フ ァクチ ュア経 営 も許 され,労 働 力 と して農 奴 を

購入 す る ことが認 め られ た。 ピ ョー トルの娘 エ リザ ヴ ェー タ女 帝(在 位1741-

62)の 時 代,ウ ラル の製 鉄 業 は大 い に発達 し,当 時 ロ シア は イギ リスの2-3倍

の銑 鉄 を生 産 した。1754年 に は内 国 関税 を廃 止y57年 に は保 護 関税 を実施,商

工 業 の振 興 が はか られ た。 しか し,そ れ らはいず れ も農 奴制 の もとで の産 業 振

興 で あ った こ とに留意 す る必 要 が あ る。

ロシア帝 国 の領 土拡 張 は,上 述 の ピ ョー トル大 帝以 後,顕 著 にな った。北 部

お よ び 中部 ヨー ロ ッパ 方 面 で は,北 方 戦 争 に勝 利 して1721年 に バ ル ト海 の帝

国 ス ウ ェー デ ンか らエ ス トニ ア と リヴ ォニ ア(ラ トヴィア)を 奪 い,1809年 に は

フ ィ ンラ ン ドを併 合,ま た3回 にわ た るポー ラ ン ド分 割 に参加 して(1772
,93,

95),ポ ー ラ ン ド東部,リ トアニ ア,ベ ロル シア,ド ニ エ プル川 右岸 の ウ ク ライ

ナ を獲得 した。

南 部 の イ ス ラム地域 に 目を転 ず る と,ロ シア帝 国 は,か つ て ビザ ンチ ン帝 国

が支配 した温 暖 ・豊饒 の 「黒海 ・地 中海 」 地 域 へ の進 出 を め ざす 南下 政 策 を も

ちつ づ けて いた。 い まそ の地 域 を支 配 す るの は,ビ ザ ンチ ン帝 国 を滅 ぼ した ム

ス リムの オ スマ ン ・トル コ帝 国 で あ った。 ロ シ アは トル コ とた びた び戦 い
,そ

の衰退 に乗 じて領 土 を拡 張 し,1783年 に ク リ ミア,1812年 にベ ッサ ラ ビアを併

合 して,黒 海 北 岸地 方 を ロシ ア領 と した。また1829年 まで にザ カ フカ ー スの ほ

ぼ全 域 を支配 下 にお い た。 黒 海 はっ い に,ト ル コの海 か らス ラ ヴの海 に変 わ っ

た ので あ る。

ロ シア はまた ペ ル シアや トル コと争 い,1813年 に北 アゼ ル バ イ ジ ャ ン,r・ra

年 に東 ア ル メニ アを ロ シ ア領 に した。1g世 紀 後 半 に は トル キ ス タ ンに軍 を進

め・中央 ア ジァを手 中 に収 め た。東 ア ジアで は,1598年 に シ ビル汗 国 を征服 し,
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シベ リア進 出 の拠 点 を きづ き,極 東 へ の膨張 を め ざ し,ロ シア帝 国 の勢 力 は}

べ_リ ング海 峡 を渡 って ア ラ スカ に まで達 した(財 政難iから1867年 同地 をアメ リ

カに売却)。1860年 に は中国 か ら沿 海州 を奪 い,1904-05年 には朝 鮮 ・中国 東 北

部 の支 配 を あ ぐ って 日本 と交戦 した(日 露戦争)。 ロシ ア帝 国 は こ う して 全 方位

に膨 張 し,多 数 の異 民 族 を支 配 下 にお く一 大植 民 地帝 国 に な った。

19世 紀 なか ば,農 奴 制農 業 と農奴 制 工 業 に依 拠 す る ロ シア は,ヨ ー ロ ッパ の

工 業帝 国 イ ギ リス,フ ラ ンスに軍 事 的 に対 抗 す る こと は不可 能 にな った。 そ の

こ とを明示 した事 件 は,ク リ ミア戦 争(1853--56)に お け るロ シアの敗 北 で あ

る。 わず か40年 ほ ど前 の1812年 に ナ ポ レオ ンの大 軍 を破 り,ヨ ー ロ ッパ随一

を誇 った ロ シア軍 は,数 に お いて は るか に劣 る英 仏軍 に完敗 した ので あ る。 敗

北 の原 因 は,た ん に軍 事 的 な もので はな く,そ の背後 にあ る ロシアの政 治 ・経

済 の後 進 性 で あ った。 ロ シアの後 進性 は,農 奴 制 の廃 止を は じめ とす る抜 本 的

な内政 改 革 な しに,克 服 で きる もの で は なか った。

ロ シアの大 改革 は,19世 紀 末 か ら20世 紀 初 め に,政 府 主導 の工業 化 を軸 に

展開 され た。 工 業化 の 目的 は 「富 国 強兵 」 で あ り,欧 米列 強 に伍 す る大 国 と し

て の地 位 を きつ くこ とで あ った。専制 側 に も,セ ルゲ イ ・ウ ィ ッテ(1849-1915)

の よ うなす ぐれ た 政治 家 が あ らわ れ,さ ま ざ ま な殖 産 興 業 政 策 が打 ち だ され

た。 大 蔵 省 の大 臣官 房 で は,若 い官 僚 た ちが研 究 会 を開 き,後 発 工 業 国 ドイ ッ

の経 済 学 者F・ リス ト(1789-1846)の 『経 済 学 の国民 的体 系』を勉 強 して いた。

工 業化 の推進 と財 政 資金 の獲 得 の た め に,高 率 保護 関 税,消 費税,酒 類 専 売,

発 券 銀 行 の設 立,金 本 位 制 の採 用,外 資 導 入 な どの経済 政 策 が と られ た。 それ

らに よ り,ロ シア は1870年 か ら1913年 まで の約40年 間,新 興 のア メ リカ や ド

イ ッよ り低 か った が,先 輩 格 の イギ リスや フ ラ ンス よ り高 い経 済成 長 を実現 し

た。 上 か らの工 業化 は進 ん だ が,「 そ の費 用 の大 部 分 を農 民 が負 担 す る こと に

よ って遂 行 され た工 業化 は,そ れ 自体政 治 的 安定 を脅 か す もので あ り,そ れ ゆ
(4)

えにまた,工 業化政策 の継続を危 う くす るもので もあ った」。ロシアの産業構造

は,農 業 の大海のなか に工業 の小島が点在す るとい う状態 にあ った。主 な輸 出

品 は原料や農産物で あり,工 業 資本財 は輸入 に依存せ ざるをえなか った。 ロシ
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ア経 済 は,ま さに植民 地 型 も し くは今 日の途 上 国 型 の経 済 で あ った
。

中途半 端 な農 業 改革,高 物 価 ・重 税 ・低賃 金 は,農 民 や小 生 産 者 ・労 働 者 を

苦 しめた。20世 紀 初 め,ロ シアの国 内矛 盾 は爆発 寸 前 に達 した。ロ シア帝 国 は,

1914年 に始 ま る第1次 世 界 人戦 に参 戦 す る こ とで,こ の矛 盾 を回避 しよ うと し

た。 しか し,戦 局 は ロ シアに不 利 で あ り,国 内経済 は悪 化 し,国 民 生 活 は窮 迫

した。 ロ シアの民 衆 は 「平 和 と土 地 とパ ン」 を政府 に要求 して立 ちあ が った
。

ソヴ ェ トに結 集 した 市民 ・兵 士 の運 動 は,1917年 の二 月革 命 とな って爆 発 し,

ロ シア帝 国 は滅 亡 した。 こ う して,ロ シ アの近 代 化,工 業 化,民 主化,富 裕 化

の課 題 は,同 じ年 の 十 月 革 命 に勝 利 した ソ ヴ ェ ト国 家 に引 き継 が れ た の で あ

る。

1-2ソ 連 の歴 史

今 は昔,ソ 連 に プ ロ グ レス(進 歩)と い う名 称 の出版社 が あ った。 プ ロ グ レス

社 は,広 くソ連 以 外 の国 々 に,ソ 連 のす ば ら しさを書 籍 と い うメ デ ィアをっ う

じて知 ら しめ る機 関 で あ った。 本 に も本籍 が あ る。 その こ とは承知 の上 で,江

口朴 郎先 生 を監 修者 に,江 口門下 の木 村英 亮(横 浜国立大学教授)氏 や 岡 田進(東

京外国語大学教授)氏 と と もに,プ ロ グ レス社 の 『ソ連 邦 の歴 史 社会 主 義 時代 』

(増補第3版,モ スクワ,1977年)を 翻 訳 し,日 本 に紹 介 した こ とが あ る
。

旧 ソ連 史学 を代 表 す る この書物 に よれ ば,ソ 連 の歴 史 は次 の よ うな原 則 に も

とつ いて叙 述 され た。「ソ ヴ ェ ト社 会 史 は,ソ 連 邦 にお け る社 会主 義 と共 産 主 義

の勝 利 を め ざす たた か いの歴 史で あ る。 それ ゆえ,そ の時 期 区分 の根 底 に あ る

もの は,新 しい構 成 体 の成 立 と発展 の法 則 的 で 自然 史 的 な過 程 の基本 的 諸段 階

(5)

で あ る」。 この よ うな史観 に た ち,ソ 連 の歴 史学 者 は,1917年 の 十月革 命 を 「社

会 主 義革 命」 と規 定 し,ソ 連 史 を社 会主 義 お よ び共 産主 義 の建設 史 と して叙 述

した ので あ る。

ソヴ ェ ト連邦 史 の時 期 区分 も単純 明解 で あ り,次 の二 つ の基 本 的 な段 階 に区

分 され た。第1段 階 は,「 資本 主 義 か ら社 会主 義 へ の過 渡 期 」で あ り,時 期 的 に

は,1917年10月 か ら1937年 まで。 この20年 間 に社 会生 活 の あ らゆ る部 面 で
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革 命的変革 が行われ,社 会主義 は資本主義 に勝利 し,社 会主義社会の基本建設

は完了 した,と 主張 す る。第2段 階 は,「社会主義」の段階,す なわち 「共産主

義 の第1段 階」,時 期的 には1938年 以後 である。 この段階 はさ らに次 の二 っの

小段階 に区分 された。す なわ ちyX938年 か ら1958年 までの 「社会主義 の完全か

っ最終的勝利」の時期 と,1958年 以後 の 「発達 した社会主義および共産主義の
(s>

建設 期 」 で あ る。

1937年 を画期 とす る根 拠 は,国 内戦(1918-21)と 戦 後復 興 期(1921-25)を 経

過 後,1926年 に社 会主 義 的工 業 化 と農 業 集 団化 の課 題 が提 起 され,そ して この

二 っ の課題 が,第1次5ヵ 年 計 画(1928-32)と 第2次5ヵ 年 計 画(1933-37)の

完 遂 によ って達 成 され た こと,す な わ ち ソ ヴェ ト社 会 の社 会主 義 的改造 が完 了

した こ と,で あ った。 社 会主 義 的 改造 とは何 か。 そ れ は具体 的 に は,す べ て の

経 済活 動 が国営 企 業 お よび集 団企 業 に よ って営 まれ る よ うにな り,ソ 連 の階級

構 成 に質 的変 化 が発 生 し,ブ ル ジ ョア ジー,地 主,富 農 な ど の搾 取 階級 は一 掃

され て,ソ ヴ ェ ト社 会 は,労 働 者 ・職 員(36.2%),集 団農 場 農民(57.9%),イ

ンテ リゲ ンッ ィアそ の他(5.9%)の2階 級1階 層 か ら構成 され る社 会 に改造 さ

(7)

れ た ことを指 す。

レー ニ ン(1874-1924)の 階級 論 に よれ ばi階 級 と は 「① 一 定 の歴史 的 な社会

的生 産 体制 の なか で 占 め る地 位 の ちが い,② 生 産 手 段 に対 す る関係 の ちが い,

③社 会 的労 働 組織 の な かで の役 割 の ちが い,④ したが って社 会 的富 を受 け と る

方 法 と分 け前 の大 きさの ちが い な どに よ って区別 され る人 間集 団 の こ と」 で あ
C8)

。 とこ ろで,1930年 代 後 半 に登 場 した ソヴ ェ ト社会 にっ いて,労 働 経 済学 お

よび労 働社 会学 の研 究 者 が,レ ーニ ンの提起 した4つ の基準 に もとつ い て,少

しで もま じあ に,国 有 企業 や集 団 農場 の調 査研 究 を して み るな らば,準 階級 と

して の党 国 家官 僚層 が国 家権 力 お よ び生 産 手段 の 占有 者 とな った,新 しい 「階

級 社会 」 の誕生 をみ て取 るで あ ろ う。 また マ ル クス主 義 お よび レー ニ ン主義 の

古 典 の観 点 か らみ て も,1937年 に ソ連 社 会 が 「共 産 主義 の第1段 階 と して の社
く　　

会 主 義 」 を実 現 した,と は主 張 で きな い。

したが って,1938年 以 降 の ソ連 社 会 の 性 格 を め ぐる ソ連 の学 界 の議論 もま
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た,学 問 的 に は信 頼 で きな い。1938年 以 降 の ソ連 「社 会 主義 社会 」 を二 っ の小

段 階 に分 け,1958年 に 「社 会 主 義 の最 終 的勝利 」 を実 現 した とか,ま た ソ連 社

会 主義 の58年 以 降 の発 展 段 階 を,「 発達 した社会 主 義 」 だ とか,あ る い は 「発

達 した社 会 主義 の端 緒段 階」 だ とか 主張 す る旧 ソ連 の学 界 に お け る議論 は,初

め か ら終 わ り まで 虚 妄 の論 議 で あ った といわ ざ るを え な い
。

ソ連 の崩 壊 過程 にお い て,人 文 ・社 会科 学 の うちで社 会 の信 頼 を失 い
,根 本

的変 更 を迫 られ た の は,お そ ら く歴 史学,と くに 自国 史学 で あ ろ う。1991年 に

ソ連 が消 滅 して15の 独 立国 家 が生 ま れた と き,不 幸 な こと に,ま ず新 しい歴 史

教 科 書 が必 要 に な った。 エ リツ ィ ン大 統 領 の ロ シア連 邦 で も,急 遽 新 しい ロ シ

ア現 代 史 の教 科 書が作 成 され,ロ シア教育 省 が推薦 す る教科 書 が 出版 され は じ

めた。以 下 に9年 生(日 本の中学3年 生 に相当)用 と11年 生(高 校2年 生)用 の教

科 書 『20世 紀 ロ シ ア史』 を取 りあ げ,そ の特 徴 を検 討 して み た い。

9年 生 用 の教科 書 は,次 の9章 か ら構成 され て い る。「第1章 大 過 程 の エ ピ

ロー グ:1900--1916年 の ロ シア。 第2章 展 望 を探 す ロ シア(1917-一一一1927)。第

3章 ロ シアの ス ター リン的近 代化(1928-1938) 。 第4章 第2次 世 界 戦 争期

の ソヴ ェ ト連 邦(1939--1945)。 第5章 ス ター リン主義 の絶 頂:1945--1953年

の ソ連邦 。第6章 非 ス ター リン化 の最初 の試 み:1953-19fiO年 代 半 ばの ソ連

邦。第7章 体 制 の危 機:60年 代 半 ば一80年 代 半 ばの ソ連 邦。第8章 体 制 の

u最 後 の チ
ャ ンス":ソ 連 邦 の"ペ レス トロイ カ",19$5-1991年 。第9章 岐路

にた っ ロ シア:1991-1994年 」。 この教 科 書 は,ス ター リンとス ター リン主義,

全 体 主 義 に注 目 し,章 の なか に 「ス ター リン主義 の政 治 シ ステ ム」 とか 「全体

主義 の強化 」とい う節 を設 け,ま た ソ連 史 全 体 を,ロ シア の 「近代 化 過 程 」,「工

業社 会 へ の移 行過 程 」 にお け る 「民 主 主義 」 と 「全 体 主 義」 との闘争 の歴 史 と
(10)

して 叙 述 して い る。

11年 生 用 の 教 科 書 は,以 下 の 全10章 か ら構 成 さ れ て い る
。 「第1章 世 紀 の

は ざ ま の ロ シ ア。 第2章 ドゥ ー マ 君 主 制 の 生 成 。 第3章 嵐 の な か の ロ シ ァ

(1907--1917)。 第4章 ロ シ ア の 革 命(1917年3月 一1921年3月)
。 第5章 全 体

主 義 体 制:形 成 と絶 頂(1921--1939)。 第6章 第2次 世 界 … … 大 祖 国 戦 争
。第7
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章 戦 後 の最 初 の10年 間。 第8章 国家 と社会50年 代 末 ・60年 代 初 。 第9

章 フル シチ ョフか らゴルバ チ ョフまで。 第10章 ソ連 邦 の最 後 の歳 月。[補

章]20世 紀 最 後 の10年 間 の ロ シア(結 びに代えて)」。 この教 科書 もま た,全 体

主 義論 を基 本概 念 と して用 い て お り,ロ シアの全 体主 義 体制 お よ び全 体 主義 社

会 の形成 終 了 期 を,1934年 か ら39年 の時期 と して い る。教 科書 は,ソ 連 史 を全
(11)

体 主 義 の生 成 ・展 開 ・没 落 の歴 史 と して叙 述 して い る。

総 じて教 科 書 か らは,「 大f月 社 会 主義 革 命」 に焦 点 を あ て た記 述 は削 除 さ

れ,9年 生 用 教科 書 の歴 史 年 表 で は 「1917年10月25日 ペ トログ ラー ドに

お け る武 装 蜂起.臨 時政 府 の倒壊 」,11年 生 用 の年 表 で は 「1917年10月24-25

日 オ クチ ャブ リス キ ー ・ペ レヴ ォロー ト.臨 時 政府 の倒 壊」,「1917年10

月25--26日 第2回 ソヴ ェ ト大会.平 和 につ いて の布告,土 地 につ いて の布

告,人 民委 員 会議 の創 設 」 とな って い る。 ま たか って の ソ連 史学 で 「ブル ジ ョ

ア民 主主義 革 命 」 と規定 され た1917年 の 「二月革 命 」 につ いて み る と,9年 生

用 の年 表 で は従 来 と同 じ く 「1917年2月27日 ロ シア にお け る ブル ジ ョア

民 主主 義 革 命 の 開始.ペ トロ グ ラー ド ・ソヴ ェ トの形 成 」と記 述 され て い るが,

11年 生 用 で は 「ペ トロ グ ラー ド労 働 者 ・兵 七代 議 員 ソヴ ェ トの活 動 開 姶 ロ

ジ ャ ンコを長 とす る国 会 臨 時委 員 会 の設 立」 とな って いて,「 ブル ジ ョア革命 」

とい う用語 は用 い られ て い な い。

さて新 しい ロ シア現 代 史 の教科 書に お いて重 要 な役 割 を はたす 「全 体主 義 」,

「全 体 主義 社 会 」と は何 か。現 代 ロ シアの歴 史家 は,全 体 主 義 を どの よ うに認 識

して い るのか。西 側 の政 治 学 者 や社 会 学者 はっ とに,「 全 体 主義 」を次 の よ うに

理 解 して きた。「全体 主 義 は,個 人 主 義 や 自由主義 の原 理 を否定 し,独 裁 政党 が

テ ロ リズ ム に よ って国 家 機 構 を手 中 に お さ め,全 社 会 生 活 を規 制 す る。 ドイ

ツ ・ナ チ ズム や イ タ リア ・フ ァシ ズムの政 治 原理 や国 家体 制 が典 型 で あ り,ソ
(lz)

連 な ど共産主義 国家 もまた この範 疇にはい る」。上記 の歴史教科書 をみるか ぎ

り,ロ シアの学者 の理解 もこの定義 の水準を越 えていない。

われわれは,「 旧 ソ連社会=全 体主義社会」論 に反対 であ る。全体主義論 は,

一過 性の社会現象 を とらえた概念で あ り,国 家 の政策がっ くりだ した短期的現
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象を特徴ず けた ものにす ぎない。社会科学 の用語で 言えばy全 体主義 はす ぐれ

て上部構造 に関係す る範疇 であ り,社 会構成体 の土 台を規定 す るよ うな範疇で

はない。 たとえば,ド イッやイタ リアで全体主義が隆盛 を誇 った時代,ド イッ

資本主義 やイ タ リア資本主義 は,上 部構造 としての全体 主義 に規定 されなが ら

も,資 本主義,正 確 には国家独 占資本主義 として存続 したのである。

(1s)

わ れ われ の ソ連 史 に関 す る認 識 を示 そ う。1917年 の十 月革 命 は,「 社会 主義

を あ ざす 革命 」 で あ った。 十 月革 命 後,国 有 化 セ ク ター を中心 に,ま だ幼 弱 な

国家 ウ ク ラー ドを基 軸 とす る不 安 定 な多 ウ ク ラー ド制 の 「発 展 途 上(国 型)社 会

主義 」 が誕生 した。1930年 代 の半 ば,多 ウ ク ラー ド制 の ソ連 の 「発 展途 上(国

型)社 会 主義 」は,た だ一 つ国 家 ウク ラー ド 社 会 主義 の それ と はちが う一一

を もっ社 会経 済 と して の 「発 展途 上(国 型)社 会 主義 」の第2段 階 へ の移 行 を は

た した(そ の政治的指標 は,共 産党の開発独裁体制,っ まり党国家体制の成立,そ の経

済的指標 は,掌 甲等官僚 罵ノメンクラ トゥーう 員による生産諸手段の占有である)。

国 家 ウ ク ラー ドの拡 大 ・強化 を め ざす ソ連 の 開発 独 裁体 制(党 国家体制)は ,

第2次 世 界 大戦 の勃 発 に よ って い っそ う強 め られ,大 戦 後 も多少 の緩 和 を と も

な いっっ 継続 し,ゴ ルバ チ ョフ時代 まで っ づ き,1991年 に終末 を迎 え た。 ソ連

の開 発 独 裁体 制(党 国家体制)の 終 焉 は,国 家 ウ ク ラー ドを基 軸 とす る 「特 殊 な

社 会 主 義」,す な わ ち20世 紀 の新 生事 物 と して の 「発 展 途上(国 型)社 会主 義 」

の終 焉 で あ った。

1917年 の十 月革 命 か ら1991年 の ソ連 消滅 まで の全 体 が 「発 展途 上(国 型)社

会 主義 」の時代 で あ り,そ れ は次 の二 っ の段 階 に分 かれ る。す な わ ち1917年 か

ら1930年 代 後 半 ま で が 「社 会 主義 を め ざ す 段 階」 で あ り,30年 代 後 半 か ら

1991年 まで が 「国 家 ウク ラー一ドの拡 大 ・強化 を 自 己 目的 とす る"国 家 主義"の

段 階」 で あ る。 第1段 階 か ら第2段 階 へ の移行 に お いて決 定 的 役 割 を はた した

の は,ス ター一リン主義 に よ る 「党 国家 体 制」 の確 立 ・強化 で あ った。 第2段 階

に,基 本 的 生産 手 段 の国 家 的 ・準 国家 的 所有 が確立 し,こ れ に規 定 されて生 産

手 段 を実 質 的 に 占有 す る党 国 家 官僚 層(準 階級 と しての支配階層)と,生 産 手 段 を

形 式 的 に所 有 す る労働 者 ・農 民 階級(被 支配階級)と い う二 っ の階 級 が生 まれ,
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さ らに これ ら二 っの階級 の再生産 が行 われた。労働者 ・農民 階級 と掌 甲蓼官僚

層(準 階級)と の矛盾 を基本矛盾 とす る 「発展途上(国 型)社 会主義」 は,こ の
(14)

階級 矛 盾 を止 揚 しえ な い ま ま,1991年 に崩 壊 した ので あ る。

1-3ソ 連 の国 家制 度(ソ 連邦,連 邦構成共和国,自 治共和国)

ソ ヴェ ト社 会主 義 共和 国 連 邦 は,そ の名称 が示 す よ うに,15の ソ ヴェ ト社 会

主義 共 和 国 か ら構 成 さ れ る連 邦 国家 で あ った。 ち なみ に旧 ソ連 で連 邦構 成 共 和

国 と よばれ た15の 国家 とは,主 と して東 ス ラ ヴ族(正 教徒)が 居 住 す る ロ シア・

ベ ロル シア(現 在ベラルーシ),ウ ク ライ ナ の3共 和 国,ザ カ フカ ー スの ア ゼル バ

イ ジ ャ ン(主 にムス リムが居住),グ ル ジア(主 に正教徒が居住),ア ル メ ニ ア(主 に

正教徒 が居住)の3共 和 国,主 と して ム ス リムが 居 住 す る中 央 ア ジア の ウ ズベ

ク,カ ザ フ,キ ル ギ ス,ト ル クメ ン,タ ジ クの5共 和 国,ロ シア と は別 の歴 史

を もつバ ル トの エ ス トニ ア,ラ トヴ ィア,リ トアニ アの3共 和 国,そ れ に主 と

して ル ー マ ニ ア人 が居 住 す るモ ル ダ ヴ ィア共和 国(現 在モル ドヴァ)で あ る。

で はなぜ 連邦 国 家 の形 態 を と った のか。 ソ連 が継 承 した ロシア帝 国 は,陸 つ

づ きの広 大 な植 民 地 を もっ多民 族 国 家 で あ り,帝 国 内 で は東 ス ラ ヴ族 の ロシ ア

人 が優越 的地 位 にっ き,他 の少 数民 族 は差別 ・抑 圧 され,ロ シ アは 「諸 民 族 の

監獄 」 とよば れ て いた。 そ の ロ シア帝 国 を打倒 して 登場 した ソ連 邦 は,民 族 問

題 に格 別 の配 慮 を払 わ ざ るを え なか った。 ち なみ に,旧 ソ連 内 に居 住 す る大 小
(15)

の被 差 別 民 族 の 数 は100以 上 に の ぼ る。

新 生 ソ ヴ ェ ト権 力 の 国 家 形 態 は,諸 民 族 ソ ヴ ェ ト共 和 国 の 「1{OHΦe肥pau

m,連 合 」,「 Φe且epaUHH,連 邦 」,「Com3,同 盟 」 の うち の い ず れ か 一 っ

で な け れ ば な らな か っ た。 ソ ヴ ェ ト権 力 は,当 初 理 念 と して は 「同 盟 」 国 家 を

掲 げ た が,実 態 と して は急 速 に 「連 邦 」 国 家 に変 質 して い っ た。

国 内 戦(1918-21)の 終 了 後,ロ シ ア,ベ ロ ル シ ア,ウ ク ラ イ ナ,ザ カ フ カ ー

ス の 四 つ の ソ ヴ ェ ト共 和 国 は,レ ー ニ ンの 「同 盟 」構 想 を 支 持 し,1922年12月

の 第1回 全 同盟 ソ ヴ ェ ト大 会 で,「 ソ ヴ ェ ト社 会 主 義 共 和 国 同 盟 」の成 立 を 宣 言

した 。1924年 に レー ニ ンが 死 去 し,や が て ス ター リ ン(1879-一 一1953)が 指 導 権 を
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確-_す る とと もに,諸 ソヴ ェ ト共 和 国 の 「同盟 」 とい う理 想 の旗 は捨 て られ,

国名 にCOK)3(同 盟)を 残 した ま ま,諸 ソヴ ェ ト共 和 国 が 支邦 と して加 盟 す る,

中央 集 権 的 な 「連邦 」 国 家 に な って ゆ く。

1925年 に ウ ズベ ク,ト ル クメ ンの2共 和 国,1929年 に タ ジ ク共 和 国 が ソ連 邦

に加 わ り,1936年 に はザ カ フカ ー ス連邦 が アゼ ルバ イ ジ ャ ン,ア ル メ ニ ア,グ

ル ジアの3共 和国 に分 か れ て ソ連邦 に加 入 ,ま た カザ フ,キ ル ギ スの2共 和 国

が ロ シア連邦 共 和 国 か ら分 離 して,っ ま り連 邦 構 成 共 和国 に格上 され て,ソ 連

邦 に加 入 した。 第2次 世 界 大 戦 中 の1940年 に は,カ レロ ・フ ィ ンaエ ス トニ

ァ,ラ トヴ ィァaリ トアニ ア,モ ル ダ ヴ ィアの5共 和 国 が新 た に ソ連 邦 に編 入

され,連 邦構 成 共 和 国 は16に な った。1956年 に カ レロ ・フ ィ ンは格下 されて

ロシア連 邦 共 和 国 に編 入,連 邦構i成共 和 国 数 は一 っ減 って15と な り,1991年

の ソ連 邦 崩 壊 まで つづ く。

15の 連 邦 構成 共 和 国 は,憲 法上 はそれ ぞ れ主 権 国家 で あ り,連 邦 離 脱 の権 利

を有 して い たが,実 態 は支 邦 にす ぎな か った。 ソ連 憲法 で保 証 され て い た連 邦

離 脱 権 の行 使 は,離 脱 の た め の手 続 を 定 め た 法律 もな く,実 際 に は不 可 能 で
Cis}

あ つた。ソ連ti産 党 が支 配 す る ソ連 国 家 は,連 邦 を構成 す る15の 主権 国家 との

「合 意」 とい う形 で,国 防 ・治安 ・外 交 ・貿易 な どを独 占 的 に管轄 し,立 法 ・行

政 ・司 法 ・経 済 の全 般 的 指導 お よ び単 一 の国 家 予 算 の作成 を行 ったの で あ る。

なお 旧 ソ連 に は,15の 連 邦 構成 共 和 国 の うち の ロ シア,ア ゼ ルバ イ ジ ャ ン,

グル ジア,ウ ズベ クの4共 和 国 の い ず れ か に含 まれ る全 部 で20の 自治 共 和 国

くユの

が存 在 した。 連 邦 構成 共 和 国 と自治共 和 国 とを 区別 す る原 則 は,か な らず し も

明確 で な い。 た とえ ば,旧 ロ シア共 和 国 内 の タ タール 自治 共 和 国 は,面 積6万

8000平 方 キ ロ,人 口364万(1989)で あ り,格 上 の連 邦 構 成 共和 国 の エ ス トニ ア

157万,ラ トヴ ィア268万,ア ル メニ ア328万,ト ル ク メ ン353万(1989)よ り

人 口 は多 か ったが,位 置 づ け は 自治 共 和国 で あ った。 歴 史 的経 緯 や外 国 と国 境

を接 して い るか ど うか に よ って,タ タール は自治共 和 国 に と どめ られ たの で あ

る。15の 連邦 構 成 共和 国 も20の 自治 共 和国 も と もに国 家 で あ り,そ れ ぞ れ最

高 ソヴ ェ ト,政 府,裁 判 所 を も って いた。 連 邦構 成 共 和 国 と 自治 共和 国 との主
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な違 いは,前 者が ソ連邦か ら脱退す る権利 を もっ のに対 して,後 者 はそのよ う

な権利 を もたない,と い う点 にあ った。

次 に政府 について述 べてみたい。十 月革命後,政 府機能を はたす 「内閣」 に

相当す る人民委 員会議 が創設 され,専 門別 の政策担当の 「省」 に相 当す る人民

委員部 が設 け られた。建国 当初,人 民委員会議 は政策決定 の中心機関 にな った

が,ス ター リン体制が固 まるとと もに,政 策遂行機関 に変質 してい った。1946

年 に人民委員会議 は大 臣会議(閣 僚会議とも言 う)y人 民委員部 は省 に改組 され

た。

1977年 制定の ソ連憲法 によれば,ソ 連政府す なわち ソ連大 臣会議 は,ソ 連 の

国家権力 の最高 の執行 ・処分機関 である(第128条)。 ソ連大 臣会議 はyソ 連最

高 ソヴェ トの連邦 ソヴェ トと民族 ソヴェ トの合同会議 において組織 され,そ の

構成員 は,ソ 連大臣会議議長(首 相),第1議 長代理 および議長代理,各 ソ連大

臣な らびに各 ソ連国家委員会議長であ る。 さ らに連邦構成共和国の大 臣会議議

長(首 相)は,職 務上 ソ連大臣会議 の構成員 になる(第129条)。 大臣会議 には国

有企業 を管理 す る諸経済関係省 や国家委員会(た とえば国家計画委員会)の 長が

含 まれたため,大 臣会議構成員 の数 は110名 以上 にのぼ ること もあ り,合 議体

の機 能 をはたせ な くな った。 そ こで主要大臣12名 か ら成 る大 臣会議幹部会 が

設 け られ,日 常 の政策決定 ・執行 にあた った(大 臣数は1985年)。

ソ連大臣会議 一政府 は,共 産党政治局,党 中央委員会,人 民代議員大会,最

高 ソヴェ トが決定 した ことを履行す る実務機関 の色彩 が濃 く,大 臣 も専門技術

官僚 が多か った。 ソ連政府 と共産党 中央委員会 は,合 同決 定のかたちで,し ば

しば重要 な経済 ・行政上 の決定 を行 った。党中央委 員会 には,政 府の行政機構

に対応 す る部局 が存在 し,政 府 の人事 のみな らず,政 策決定 に も恒常的 に関与

した。 ソ連 においては,連 邦政府 と政党 との関係 が真剣 に議論 された ことはな

い。「ソ連共産党;全 人民 の利益 を代表 す る党」という偽 りの定式の もとで,多

くの未解決 の問題を残 した まま,1991年9月 の ソ連共産党 の解散 にともない,

12月 の ソ連邦 の崩壊 と連動 して,ソ 連政府 も消滅 の道 をたどったのであ る。
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1-4ソ 連 共 産 党

ソ連 共 産党 の前 身 は,1898年 に創立 され た ロシ ア社 会民 主労 働 党 で あ る。十

月革 命 の翌年 の1918年 に ロ シア共 産 党(ボ リシェヴィキ),1925年 に全連 邦 共産

党(ボ リシェヴィキ),1952年 に ソヴ ェ ト連 邦 共 産党 に党 名 を変更 した。 共産 党

は,建 国 後 の ソ連邦 を事 実上 支 配 して きた唯 一 の政 党 で あ る。 この党 の創 立 か

ら国 家権 力 の獲 得 まで は19年,レ ー ニ ン らボ リシ ェ ヴ ィキ派 が 党 中 の党 と し

て正 式 に旗 あ げ した1903年 の第2回 党大 会 か ら数 え れ ば,結 党 後 わず か14年

で政 権 の座 につ いた こ とにな る。 尚早 の感 はい な め な い。

ソ連 共 産 党 は,「 労 働 者 ・農 民 ・知 識 人 の最 も意 識 的 な前 衛 」 で あ り,「 社

会 ・政 治 組 織 の最 高 の形 態 」 で あ る と され,党 員 の 任 務 は 「共 産 主 義 の物 質

的 ・技術 的基盤 の創 出 の た め にた た か う こと」で あ った。共 産 党 に は18歳 か ら

加 入 で き,コ ム ソモ ー一ル や3名 の党 員 の推 薦 を必 要 と し,党 費 を納 め,党 組 織

に属 して活動 す る。党 組 織 の末 端 は,企 業 ・施 設 ・学 校 ・軍 隊 ・コル ホ ー ズな

(1$)

どに置か れ る初 級 党組 織 で あ り,3名 以上 の党 員 か ら構 成 され る。 共産 党 の指

導 の もと に活 動 す る青 年 組 織 と して コム ソモ ー一ル(全 連邦 レーニ ン共産主義青年

同盟,14-28歳)が あ り,ま た コム ソモ ール の指 導 の もとで活 動 す る少 年 少女 組

i織と して ピオ ネ ール(開 拓者団,10-15歳)が あ った。

ソ連 共産 党 の世 界 ・国 内情勢 認 識 基 本 目標 お よ び任 務 を定 め た文書 は,「綱

領 」 とよばれ る。最 初 の綱 領 は,ロ シア社 会 民 主労 働 党 の時 代 の1903年 の第2

回 大 会 で採 択 され,ツ ァー リ専 制 体 制 と資本 主 義 制度 の打 倒 を 目標 に掲 げ た。

f月 革 命 勝 利 後 の1919年 の 第8回 大 会 で第2の 綱 領 を採 択 し,社 会 主 義 建 設

の課題 を提起 した。1961年 の第22回 大 会 で は,「 社会 主 義 はわ が国 で現実 の も

の に な った」 との ス ター リンの認 識 を再 確 認 して,第3の 綱 領 を採 択 し,ソ 連

(19)

の現状 は 「共産主義 への前進 の段階」 であ ると規定 した。

ソ連共産党 の最後 の綱領 であ る 「ソ連共産党綱領 新稿」は,1986年 の第27

回大会で採択 された。綱領新稿 は,「ソ連 において基本的 に社会 主義社会が建設

された」,「社会主義 は完全 に最終的 に勝利 した」,「プロ レタリアー ト独裁 の国

家 は全人民 の社会 主義国家 に成長転化 した」 というブレジネフ時代の認識 を再
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度確認 し,ソ 連 は 「発達 した社会主義 の段階」 にはい り,「共産主義への前進」

を課題 に してい る,槻 定 龍 なお党大会 と して は最後 とな った199・ 年の第

28回 大会 で,「綱領 的宣言」と新 しい 「党規約」を採択 したが,翌 年 ソ連共産党

は消滅 し,「宣言 と規約」 は机上 の文書 に終 わ った。

共産党 の最高 の意思決定機関 は党大会 である。大会 により選 出された中央委

員か らな る党 中央委員会 は,定 期的かっ臨時 に中央委員会総会を開催 し,情 勢

分析 に もとづ き党 の方針を決 める。 中央委員会 が党 の指導 を行 うことにな って

い るが,実 際 には中央委員会総会で選 出 され る政治局が党 ・国家の内政 ・外交

の最高決定機関 としての役割 を はた した。政治局 の補助機関 として書記局が設

け られ,書 記局 は中央委員会の20以 上 の部局 の政策決定や活動 を指導 した。党

中央委 員会 の各部局 は,対 応す る政府各省庁や国家委員会,国 家 ・社会組織 の

監督 にあた った。

政治局 と書記局 は,党 と国家 の重要人事 を決定 した。政治局 と書記局 の両者

の頂点 に立っ のが党書記長 である。書記長 は,政 治局員や書記局員の人事,重

要党組織 の書記人事 をっ うじて,権 力基盤 を固あ,ソ 連 の政治 ・経済体制の最

高指導者 にな った。 このよ うな体制 は,1922年 にスター リンが党書記長 に就任

後 つ くられて いった。政治局お よび書記局 を筆頭 に各級 の党機関 は,国 家 ・社

会組織 を含 む党内外 の組織 に関 して,自 己が指名 ・推薦 の権限を有 する職名表

および有資格者名簿(ノ メンクラトゥーラ)を もち,人 事 をっ うじて国家 と社会

全般 に対 して 「指導的役割」 をはた した。 ノメンクラ トゥー ラの適用範 囲は,

ソヴェ ト社会のすべての分野一 党機構,国 家行政機構KGB,外 交機構

軍機構,社 会団体,工 業の企業長,農 業 の ソフホーズ議長 ・コルホーズ議長,

研究所,教 育施設 に及んでいる。ノメ ンクラ トゥー ラ員の数 は100万 人弱,

家族 を含 めれば340万 人 と推定 され,ソ 連 の全人 口2億8000万 人 の12%弱 に
(21}

相 当 した。

政 党 が国 家 や政府 を批判 し,ま た選 挙 をっ う じて 多数 党 とな り,国 政 を担 う

仕 組 は,ソ 連 に は なか った。一 般 に民 主主 義 の もとで の政 党 はTそ の よ うな役

割 を はたす ため に存 在 す る。 しか し,ソ 連 で は,0政 党 にす ぎな い共 産党 が ス



20商 経 論 叢 第34巻 第1号
(343)

タ ー リ ン主 義 の 共 産 党 に変 質 し,ソ 連 共 産 党 は連 邦 国 家 を従 属 させ て,「 党 国 家 ,

napTKpaTUUecKOerocyAapcTBo ,partcraticstate」 と い う ビ ヒモ ス

(化 け物),し か も個 人 や 団 体 や 周 辺 小 国 に た い して 生 殺 与 奪権 を もっ20世 紀 の

(22)

ビヒモ スを生 ん だ。 この掌 甲 …享は,昔 話 に聞 く秦 の始 皇帝,ロ ー マ の 皇帝 ネ ロ

が支 配 す る国家 よ り も,あ る意 味 で は,恐 ろ しい国 家 に成 長 して い った。

この よ うな掌 甲…蓼は,十 月革 命 と ソ連 の建 国 に貢 献 した トロ ッキ ー(1879-

1940)を 暗殺 し,ジ ノ ビエ フ(1883-1936) ,カ ー メ ネ フ(1SS3r-一一一一193fi)aブハ ー リ

ン(1888--1938)な どに代 表 され る古 参 党員 を 「人 民 の敵」 と して大 量 処 刑 した
。

ソ連 に入 国 した外 国 の共 産主 義 者,た とえ ば 日本 の国崎 定 洞(1894-一一1937)や 山

本 懸蔵(1895-一 一i939),杉 本 良 吉(1907--39)な どを 「日本 フ ァ シス トの手 先」 と

して銃 殺 した。 ま た第2次 大戦 後 は東 欧社 会 主義 諸 国 の内政 や指導 部 の人 事
,

ソ連 が 加盟 す る国 際団 体 の政 策 や人 事 にT渉 した
。 ブ レジ ネ フ時代 に は,ソ 連

は 「兄 弟 国 」の 内政 へ の介入 の 口実 と して,「制 限主 権 論 」な る もの を提 唱 した。

この よ うな ソ連 共 産 党 の絶 対 的地 位 は,ソ 連 憲 法 一 国 家 の 基 本 法一 に

よ って保 証 され た。 す なわ ち,1936年 制 定 の いわ ゆ る ス ター リン憲 法 は
,ソ 連

共 産 党 を,「 勤 労 者 の前 衛部 隊 で あ り,か つ勤 労 者 の す べ て の社 会 的 な らび に国

家 的 な組 織 の指導 的 中核 」(第126条)と 規 定 し,共 産 党 の特 権 的 地位 を憲 法 上

(23)

は じめ て明 記 した。1977年 制 定 の いわ ゆ る ブ レジネ フ憲 法 も
,ス ター リ ン憲 法

の この規定 を うけっ ぎ,「 ソヴ ェ ト社会 の指導 的 かっ響 導 的 な力
,ソ ヴ ェ ト社 会

の政 治制 度 ・国家 機 構 ・社 会 団体 の中 核 は,ソ 連 共 産 党 で あ る」(第6条)と し
(24)

た。 ソ連憲法 は,ス ター リン主義体制つ まり共産党 の党国家開発独裁体制を
,

法的 に正当化 す る役割 をはた したのであ る。

ペ レス トロイカの時期 に開催 された ソ連共産党第19回 協議会(1987)は
,ソ

連共産党 の権 力独 占という特権的地位 の放棄,複 数政党制や政治的野党勢力 の

容認 な どの原 則 を採択 したが,そ の実施 は遅 々 と して進 まず,実 現 した のは

1990年3月 の ソ連人民代議員大会での ことで ある
。憲法第6条 は次 のよ うに修

正 された。「ソ連共産党,そ の他 の政党,同 様 に労働組 合,青 年 その他 の社会組

織 な らびに大 衆組織 は,諸 ソヴェ トに選 出 された 自組 織 出身 の代議 員をっ う
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じ,ま たその他 の形態で,ソ 連国家 の政策決定,国 家事業,社 会事業 の行政活

動 に参加 摺 」.妥協 的産物 として,や っと騰 政党制への道 が開かれ たが・日寺

す で に遅 く,1991年 の8月 クーデ タの失敗 を契機 に,同 年9月,ソ 連 共 産党 は

消 滅 す る。

ソ連 共産 党 にっ いて述 べ る と き,こ の党 の組 織 原 則 につ いて言 及 せ ざ るを え

な い。1919年 に開催 され た ロシア共産 党 第8回 大 会 の決議 の一 つ に,党 の組 織

問題 に関 す る もの が あ った。「現 在,ウ ク ライ ナ,ラ トヴ ィア,リ トア ニア,ベ

ロル シア は別個 の ソヴ ェ ト/¥和 国 と して存 在 して い る。 い まの と ころ・ 国家 の

存 在形 態 につ いて の問題 は,こ の よ うに解 決 され て い る。 しか し,こ の こと は,

ロ シア共産 党 が 今度 は独 立の共 産党 の フ ェデ ラツ イヤ を基 礎 と して組織 され な

けれ ば な らない,と い う こ とを決 して 意 味 しな い。 … … ロ シア社 会主 義連 邦 ソ

ヴ ェ ト共 和 国 の あ らゆ る地 域 のす べ て の党活 動 を指導 す る単 一 の 中央 委 員 会 を

もった,単 一 の中央 集 権 的 な共 産党 の存 在 が必 要 で あ る。 ロ シア共 産 党 お よび

その指 導 機 関 のす べ て の決 定 は,そ の民 族 的構 成 に か かわ りな く,党 の全 支 部

を無 条件 に拘 束 す る。 ウ クライ ナ,ラ トヴ ィア,リ トアニ ア の共 産主 義 者 の中

央委 員 会 は,[ロ シア共 産]党 の地 方委 員 会 と して の権 利 を享 受 し,ロ シア共 産
(26)

党 中央 委 員 会 に完 全 に従 属 す る」。

上 記 の決 議 が 採択 され た1919年 は,国 内戦 と外 国 の軍 事 干 渉 の 時期 で あ り,

生 まれ た ばか りの ソヴ ェ ト権力 は,地 主 ・資 本家 権 力 の復 活 を め ざす 反革 命軍

と,ロ シア各 地 で死活 を か けた戦 争 を行 って い た。 ロ シア共産 党 と他 の三 っ の

共 産 党 が,各 自ば らば らな方 針 で 白軍 と戦 争 を した とす れ ば,2年7ヵ 月 にお

よぶ国 内戦 に勝 利 す る こ とは困難 で あ った。 歴 史 的 に も,組 織 的 に も,旧 ロ シ

ア帝 国 内 の共 産党 の なか で 中核 的位 置 を しあ た ロ シア共 産 党 の決 定 が,当 時 の

ウ ク ライ ナ,ラ トヴ ィア,リ トア ニ ア共 産党 を 「無 条件 に拘 束」 し,ま た ロシ

ァ共産 党 の決 定 に 「完全 に従 属」 した こ とは,戦 時 とい う異 常 な状 況 に照 ら し

て,妥 当 な組織 方 針 で あ った といえ よ う。

と ころが第8回 大 会 の党 の組 織 問題 に関 す る上 記 の決 議 は,ス ター リン時代

の ソ連 共 産党 に受 け継 が れ,「 ロ シア共産 党 」を 「ソ連 共 産 党」 と読 み替 え る こ



22商 経 論i叢 第34巻 第1号
(341)

とで,ソ 連共産党 の組織原則 にな ってい った。連邦共産党(政 治局
,書 記局,中 央

委員会諸機関)が 最 高の政策決定機関 にな りyそ の決定 は,各 連邦構城 共和国共

産党を 「無条件 に拘 束」 した。各連邦構成共和国共産党 は,ソ 連共産党 の中央

委員会 に 「完全 に従属」 した。 ソ連共産党 はかつて,各 連邦構成共和国,す な

わち各民族 共和国 の共産党第1書 記 にロ シア人,第2書 記 に民族人を当て るな

どの姑息 な策 を とった ことがあ るが,ソ 連共産党 と各共和国共産党 との関係 に

つ いて・ また各共和国共産党間 の関係 につ いて
,正 しい組織 原則 を打 ち立 て る

ことがで きな いまま,1991年 に終末 を迎 えたのである
。

では ソ連共産党内の組織原則 は何であ ったか。それは民 主集中制であ った。

民主集 中制 は,党 内民主主義 と中央集権制 とを統一 した組織原則 と して,現 代

の政党一般 に必要 な組織 原則 で もあ る。 この よ うな組織 原則 を もた ない政党

は,政 党 とはいえない。 また内外 の重要問題 につ いて,そ の党 の見解,方 針,

政策が四分五裂であ るよ うではz国 民 は,そ の政党 につ いて支持 ・不支持の判

断の基準が な くな り,政 治 に参加 す ることがで きない。党内民主主義 すなわ

ちすべ ての党員 に選挙権 被選挙権 リコール権,投 票権,発 言権 などを保障

し,民 主的に党運営 がなされ ることを条件 に,「少数 は多数 に従 う」,「個人 は組

織 に従 う」,「下級 は上級 に従 う」い う民主集 中制 の党規律 は,ひ とり共産党 の

みな らず・ ひろ く現代 の政党 にとって必要 な規律 にな る
。

上記 の党組織原則や規律 にっいていえば,そ れ は,単 一国家 に存在す る単一

政党の党組織原則,党 規律 であ って,ソ 連 の ような同盟国家 での同格の複数共

産党 および複数共産党の結合体の党組織原則,規 律 にはな りえない。 また民主

集 中制で あ るが,ソ 連 お よび ソ連共産 党 の歴 史的事実 に照 ら して検証 す ると

き,ソ 連共産党 は,中 央集権制 を重視 し,民 主制 の原則を遵守 して きた とはい

えな い。 ソ連 共産党 は,ス ター リン主義の党 に変質 して しまい,党 内民主 主義

は失 われ,「書 記長→政治局 ・書記局→中央委員会→下部党組織→党員」とい う

位階制的な上意下達 の政党,あ るい は ドイ ッチ ャー(1907-67)の い う 「代行主

義」 の政党 に変質 してい った。 ソ連 な ど旧社会 主義国の無告 の民 は,共 産党の

お偉 い さんを 「oxK,や っ ら」とよぶ にいた り,非 共産党 に変質 した名ばか り
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の 共産 党 は,民 衆 に見 捨 て られ,自 滅 して い った ので あ る。

以 上 の四 っ の予 備 知 識 を 前提 に して,角 度 を変 え て ソ連邦 の崩 壊 につ いて考

えて み た い。す なわ ち,崩 壊 した ソ連 の国 名 に注 目 して,ソ 連邦 の崩 壊 を考 察

す る。 ソ連 の正 式 国 名 は,ソ ヴェ ト社 会主 義 共和 国連 邦 で あ る。 ロシ ア語 で は

C。m3C。BeTCKHxC・uHa朋cT四ecKHxPecny6刀HK・ 英 語 で1ま

UnionofSovietSocialistRepublicsと 表記 され る。 ソ連 の国 名 は奇 妙

な国名 で あ り,た いて いの国 名 に はい って い る固 有名 詞 が ない。 ソヴ ェ トを地

名 と取 違 え る人 が い るが,そ れ は後 述 す るよ うに間違 いで あ る。

十 日革 命 直後 か ら1920年 代 前 半 の ソヴ ェ トの 共産 主 義 者 た ちの議 論 を み る

と,「 ソヴ ェ ト社 会主 義 共 和国 同 盟」 とい う国名 に は,社 会 主義 革 命 に勝 利 した

西欧 や世 界 の諸 ソヴ ェ ト共 和国 が,対 等 の主権 国 家 と して,次 々に加盟 す るで

あ ろ う,と い う共 産 主義 者 の夢 が託 され て い た ことが分 か る。 当時 ソヴ ェ トの

共 産 主 義 者 た ち は,熱 心 に 「全 世 界 ソ ヴ ェ ト共 和 国 」・ 「統 一 国 際 社 会 主 義 ソ

ヴ ェ ト共 和国 」,「世 界 社 会 主義 ソ ヴ ェ ト共 和 国」 の結成 につ いて語 って いた の

で あ る。

ソ ヴェ ト社 会 主義 共 和 国連 邦 とい う国 名 の なか に は,ソ ヴェ ト・社 会 主 義・

共和 国,連 邦 とい うキイ ・ワ ー ドが あ る。 それ らの うち ソ ヴ ェ トは,最 初一 般

的 な,そ の後特 殊 ソ連 的 な固 有名 詞 とな る。 社 会主 義 は人 間社 会 の普 遍 的理 想

を示 す普 通 名 詞 で あ り,共 和国 お よび連邦 は,近 現代 に お け政 治 形 態 ・国 家形

態 を示 す 政 治学 の概 念 で あ る。 したが って ソ連 とい う国家 の崩壊 は,(1>ソ ヴ ェ

ト,② 社 会 主義,(3)共 和 国,(4)連 邦 とい う四つ の柱 の崩壊 を意 味 す る。 そ こで

本 稿 は,こ の順 序 で,ソ ヴ ェ ト社 会 主 義 共和 国 連邦 の崩 壊 につ いて,考 察 す る。

2ソ ヴ ェ ト ・社 会 主 義 ・共 和 国 ・連 邦 の 崩 壊

2-1ソ ヴ ェ トの崩 壊

ソヴ ェ トと は何 か。 多少 と もロ シア語 を学 ん だ諸 君 は,普 通 名詞 と して の ソ

ヴ ェ トが 「①忠 告,助 言,相 談,協 議 審 議,② 会,会 議 議 会,評 議 会,協
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議 会}審 議 会,理 事 会 」 な どを意 味 す る こ とを知 って い る。 ロ シ ア ・ソ連 史 に

関 心 を もつ 諸君 は,ソ ヴ ェ トが ソ連 の国 家権 力機 関 を意 味 す る こ とを知 って い

る。 さ らに ドイ ッ近代 史 や 中国近 代 史 を知 る諸 君 は,次 の事 実 を知 って い る。

ドイ ッで は,第1次 世 界 大戦 の敗 戦 時 に水 兵 の反 乱 が起 こ り
,皇 帝 は亡命 し,

各 地 に労 働 者 や兵 士 のRate(評 議会)が 結 成 され,流 産 は したが ドイ ッ革 命 に

一 定 の足 跡 を残 した
。Rateは,ま さに ロ シアの ソ ヴ ェ トに相 当 す る政 治組 織 で

あ った。中国 で は,1927年 以後,中 国 共産 党 は革 命根 拠 地 と して の解 放 区 に蘇

維埃 権 力 を樹 立 し,1931年11月7日 に は,中 華 蘇 維 埃 共和 国 臨 時政 府 の成 立

を宣 言 して,主 席 に毛 沢東(1893--1976)を 選 出 した。申す まで もな く蘇 維 埃 は,

ロ シア語 の ソヴ ェ トの音 訳 で あ る
。

ソ連 の国名 の なか にあ る大 文字 の ソヴ ェ トは,日 本 語 で ほぼ② の意 味 に対応

す る固 有名 詞 で あ る。 で は ソヴ ェ トと は何 か。 レー ニ ンの ソヴ ェ ト論 に耳 を傾

けよ う。 レー ニ ンはsロ シ アの傑 出 した共産 主 義 者,マ ル クス主 義 者,社 会 運

動家 の ひ と りで あ り,1917年 のff-一月(新 暦11月)革 命 を勝 利 に導 き,ソ 連 の建

国 に功績 の あ った人物 で あ る。 レーニ ン曰 く,「 も し革 命 的 諸階 級 の人民 的 創造

力が ソヴ ェ トをつ くりだ さなか ったな らば,ロ シアで は プ ロ レタ リア革 命 は見

込 のない事業であ っただ ぎ響」。

ロ シア革 命 は,1905年 の革 命 と1917年 の革 命 か らな り
,後 者 は さ らに二 月

革 命 と 十月革 命 と に区 別 され た。 狭義 に は十 月革 命 を ロ シア革 命 と呼 ぶ こ とが

あ る。 ソ ヴ ェ トは・ レー ニ ンが述 べ た ご と く,三 っ の ロ シ ア革 命 にお いて,重

要 な役 割 を はた した。

ロ シアで最 初 の ソヴ ェ トは,1905年 の第1次 ロ シア革 命 の過 程 で生 まれ た。

当時,ロ シア は,ア ジア にお いて 日露 戦 争 を遂 行 中で あ った が,遼 陽 ・旅順 ・

奉 天 で の あ いつ ぐ敗北 で,戦 局 は ロ シア に不 利 で あ った。 しか も当時 の ロ シア

にお け る民 主 主 義 の発 展 は未 成 熟 で あ り,議 会 も,普 通 選 挙 制度 もな く,労 働

運 動 ・民 族 運 動 ・市民 運 動 は黎 明期 にあ り,国 民 の意 志 を国政 に反 映 させ るす

べ はな か った。 労 働 組 合 や政 治結 社 の存 在 は許 されず
,た とえ ばaソ 連 共産 党

の前身 の ロ シア社 会民 主 労 働 党(1898年 創立)は ,非 合 法組 織 で あ り,指 導 者 の
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多 くは,監 獄 か流 刑,亡 命 を よ ぎな くされ て いた・

1905年1月9日,ペ テ ル ブ ル クの労 働 者 と家 族 は,司 祭 ガ ボ ンの指 導 の も

と,戦 争 の 中 止,8時 間労 働 日,政 治 的 自由,憲 法 制定 議 会 の召 集 な どの16項

目の要 求 を ツ ァー リに請 願 す る行 進 を行 った。 この平 和 な請願 デ モ に対 して,

ツ ァー リの軍 隊 は発砲 し,多 数 の死 者 ・負 傷 者 を だ した。 首 都 ペ テル ブル クで

の 「血 の 日曜 日」 事件 の ニ ュー スは,た だ ち に全 国 各地 に伝 わ り・40万 人以 上

の労 働 者 が参加 す る抗 議 の ス トライ キが お こ り,農 村 で も各 地 で農民 集 会 が 開

か れ,地 代 の 引下 や労 賃 の 引上 を要 求 す る にい た った。11月 の全 ロ シア農 民 同

盟 第2回 大 会 はzす べ て の土 地 を全 人 民 の 共有 に移 すべ きこ とを決 議 した。

労 働者 の運動 は,同 年5月,「 ロ シアの マ ンチ ェ ス ター」 と して有名 な繊維 工

業 都 市 イ ヴ ァノ ヴ ォ ・ヴ ォズ ネセ ンス クで 「ソヴ ェ ト」 とい う名 称 の・ 後 に特

別 の意 義 が 付与 され るこ とに な る,全 市 的 な労働 者 の代表 機 関 を生 み だ した。

ソ ヴ ェ トは,工 場 を基礎 に一 定 の割 合 で選挙 され た労 働 者 代表 の全 市 的合 議体

で あ り,労 働 者 代表 は,職 場 の労 働 者 と ソ ヴェ トとを結 ぶ紐帯 で あ った。 この

点 に ソ ヴ ェ トの力 と権 威 の源 泉 が あ った。 この よ うな ソヴ ェ トは,ペ テ ル フル

クや モ ス ク ワを は じめ全 国 の主 要都 市 で 組織 され,労 働 者 を ス トラ イキ に決 起

させ た。 全 国 的 な ス トライ キ は10月 に最 高潮 に達 し,ロ シアの産 業 は麻 痺 し

た。

この よ うな状 況 の もとで,ニ コ ライ2世(1868-1918)は 「十 月詔書 」 を発 布

し,市 民 的 自由 の保 証 や選 挙 制 国 会 の開 設 を約 束 せ ざ るを えな か った。 ペ テ ル

ブル クの労 働 者 代議 員 ソ ヴ ェ トは,」 卜月詔 書 を拒 否 し,無 期 限 ス トライキ を決

議 した が,政 府 は トロッ キー な どペ テ ル ブル ク ・ソヴ ェ トの活 動家 の大量 逮 捕

を も って応 酬 した。 モ スク ワの労働 者 も武装 蜂 起 した が,軍 隊 に よ って鎮 圧 さ

れ た。 か く して,ツ ァー リズ ム打 倒 を掲 げ る ソヴ ェ トと十 月詔 書 に満 足 した ブ

ル ジ ョア層 との間 に亀 裂 が生 じ,第1次 ロ シア革 命 は急 速 に終 息 に向か った。

1905年 当時,ロ シアの革 命 勢 力 はい まだ弱 体 で あ り,各 地 の ソ ヴ ェ トは官憲 に

よ って 次 々 に圧 殺 され て い った。

ソ ヴ ェ トは,第1次 世 界 大戦 巾 の1917年,ロ シア の 「二 月革 命」で再 現 す る。



26商 経 論 叢 第34巻 第1号
C33`1)

1905年 の例 に な ら って,た だ ち に首 都 ぺ トロ グ ラー ドで労 働 者 ソヴ ェ トが組 織

され た。1905年 との相 違 は,17年 に は兵 士 の多 数 が革 命勢 力 側 にっ き,軍 隊 内

に兵 士 ソヴ ェ トが つ く られ た ことで あ る。2月27日 ,ペ トロ グ ラー ド労 働 者 ・

兵 士 代議 員 ソ ヴェ トは,国 会各 派代 表 委 員会 と協 定 を結 び,そ の結 果3月2日

臨時 政府 が成立 した。 同 じ3月2日,ニ コ ライ2世 は退 位 し,約300年 っ つ い

た ロマ ノ ブ朝 は終 わ りを告 げ た。

二 月革 命 の進 行 中,ソ ヴ ェ トと臨 時政 府 との二 重 権 力状 態 が生 まれ た
。 臨 時

政 府 は,普 通 選挙 によ る憲 法制 定 会議 の招集 な どを も り こん だ宣言 を発 表 した

が,民 衆 の即 時講 和 要求,パ ンよ こせ要 求,農 民 の土 地 要 求 に こた え る ことが

で き なか った。3-4月 に は全 国 各地 に労働 者 ,兵 士,農 民 の ソヴ ェ トが っ くら

れ・6月 に は全 ロシ ア ・ソヴ ェ ト大 会 が開 か れ た。2月 か ら10月 ,ソ ヴ ェ トに

結 集 す る諸 勢 力 は,「 すべ て の権 力 を ソヴ ェ トへ」 とい うス ロー ガ ンを掲 げ,国

家 権 力 の獲 得 を め ざ した。 レー ニ ンが 率 い るボ リシ ェ ヴ ィキ は,ソ ヴ ェ ト内 に

お け る影響 力 の拡 大 にっ とあた。

10月25日(新 暦11月7日),ペ トログ ラー ド ・ソ ヴ ェ ト執 行 委 員 会 の も とに

設 け られ た軍 事革 命 委 員会 は,「 ロ シアの市民 へ」 とい う声 明 を発 表 し,臨 時政

府 が打 倒 され た こ とを宣 言 した。 レー ニ ンが 起 草 した この声 明 は次 の よ うに述

べ て い る。「臨 時政 府 は打 倒 され た。国家 権 力 は,ペ トロ グ ラー ド労働 者 ・兵 士

代 議 員 ソヴ ェ トの機 関一一一 ペ トロ グラー ドの プ ロ レタ リアー トと守 備 隊 の先頭

に立 つ軍 事 革 命委 員 会 の手 に移 った。 人 民 が そ の ため に た たか って きた事業
,

民 主 主 義 的 講 和 の即 時 提 議,地 主 的土 地 所 有 の廃 止,生 産 の労 働 者 統 制Tソ

ヴェ ト政府 の樹 立 と い う事業,こ の事 業 は保 障 され た。 労働 者,兵 七,農 民 の
(28)

革 命 万歳 」。

1918年1月i第3回 全 ロ シ ア労 働 ・者 ・兵 士 ・農 民 代 議 員 ソ ヴ ェ ト大 会 は
,

「ロ シア は・労 働 者,兵 士お よ び農 民 代議 員 ソヴ ェ トの共 和 国 で あ る。中央 お よ

び地 方 の全権 力 は,こ れ ら ソヴ ェ トに属 す る」 と決 議 し,こ こに ソ ヴェ トは,

正 式 に全 ロ シアの国 家権 力機 関 にな った。 この と き レー ニ ンは次 の よ うに述 べ

て い る。「新 しい制 度 で あ る ソ ヴ ェ ト権 力 が頭 で考 えだ され た もので な く,一 党
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_派 の や り方 で な く注 活 そ の もの の蝦 の結 果 で あ り泊 然 成長 的 に形 成 さ

れ つつ あ る世 界 革 命 の結 果 で あ る とい う こ とは,い まで は,万 人 の一一 とい っ

て もいい と思 うが一一 確 信 す ると こ ろで あ り,わ れ われ の敵 の認 め る と ころで

(29)」
。

ソヴ ェ トは,す べて の権 力 を行使 す る機 関 だ とい う意 味 で,西 側 の君 主 国 や

共和 国 の謙 とは区別 され る議 会}源 則 と して 酷 擬 もつ だ けで あ るカ'・

ソ ヴ ェ トは立 法権 の み な らず 執行 権(行 政権)も 司 法権 も合 わ せ もつ もので あ っ

た.こ う して,「 ソヴ ェ ト共和 剛 と1会 制 斯 咽 」 とが きび しく区 別 され・

「プ 。 レタ リアー 触 裁 す なわ ち ソ ヴ ェ ト共 和 国」と 「ブル ジ ョア民主 犠 す な

わ ち議 会 主義 」 とが す る ど く対 置 され た。

薙 党 の若 い中央 委 員 の うちで 「最 もす ぐれ た人材 」・ 「党 の きわ め て貴 重 な

最 大 の::家 」 と評 され て いた ブ・・一 リン}ま(1922年 末に・実筆記の レーニ ン囎

書 による),1919年 当 時,党 機 関紙 『プ ラ ウ ダ』 の編 集 長 を務 めて いた が,西 側

の議 会 につ いて次 の よ うに述 べ て い る.「民 主.礒 的斯 咽 」の最 高 機 関 で あ る

「パ ル ラ メ ン ト議 会 」 は,・ シ ア語 で いえ ば 「ガ ヴ ァ リリニ ヤ・ 井 戸端 会 議 」

に あた り,4年 に1度 「労 働者 出身 の議 員 」が議 会 に派 遣 され,国 家 の活動 に労

働 者 が参 加 す る とい う 「例 の フ ィクツ イヤ,虚 構 」 を つ くりだ して い るの で あ

る,(30)。

ソ ヴ ェ ト制 度 は,ソ 連 時代 な かん ず くス ター リン時代 に,次 第 に整備 されy

法 制度 的 に は申 し分 のな い もの,外 形 的 に は非 難 の余 地 の な い もの に な った。

しか し,こ の こ と と,そ れ が社 会議1こ ふ さわ しい・ ソ ヴ ェ ト国 民 の最 離 力

機 関 と して 機 能 した か ど うか は,男llの こ とで あ る・ 以 下 簡 単 に・ 創 成 期 の ソ

ヴ ェ トとは似 て非 な るス ター リン時 代 の無 力化 した ソヴ ェ トにつ いて紹 介 した

い0

ソ連 邦 憲法(1977年 採択)は,「 ソ連邦 の全 権力 は,人 民 に属 す る。人 民 は,ソ

連 邦 の政 治 的 基 礎 を な す 人 民 代 議 員 ソ ヴ ェ トを つ う じて ・国 家 勧 を行 使 す

る」 と規定 して い る 爾 環).人 民.・ 〉=員ソヴ ェ トは函 家 レヴ ェルで は・ ソ

連邦,連 邦構成共和国,自 治共和国 の各最高 ソヴェ トで あ り・地 方 レヴェルで
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は,地 方(ク ライ)お よ び州 ,自 治州 お よ び 自治 管 区,地 区,市,市 内 の区,都

市型居 住 区 お よび村 の 人民 代 韻 ソヴ ェ トで あ る(第89条)
.地 方(ク ライ)と 州

はa共 和 国 の す ぐ下 の単 位 で あ り両 者 は同格
,行 政 区画 と して の地 方(ク ライ)

の 内部 に は少 数民 族 の 自治 管 区が 含 まれ た
。

末 端 の行 政 単 位 は都 市 型 居 住 区[町]と 村 で あ り
,い くっ か の 町 と村 が集

ま って地 区 とな る。 地 区 は人 口5万 程度 の市 と同格 で あ り
,さ らに地 区 と市が

集 ま って州 を構 成 す る。 この州 と同格 の地 位 に あ るのが 大 都市 で あ り
,ロ シ ア

連 邦 共 和 国 で はモ ス ク ワ と レニ ング ラー ド,ウ ク ライ ナ共 和 国 で は キ エ フ とセ

バ ス トー ポ リ
,そ の他 の共 和 国 で はだ い た い首 都 が そ れ に あ た り,そ の下 に市

区 が あ った。

ソ連 で一 番 大 き い ロ シア ・ソヴ ェ ト連 邦 社 会主 義 共 和 国 は
,行 政 的 に は16

自治共 和 国・5自 治州 ・1・ 自治 管 区,6地 方(ク ライ),49州,1698地 区,981市,

360市 区・2010町 ・22652村 に分 かれ て お り
,一一番 小 さ な エ ス トニ ア.ソ ヴェ ト

社会 欝 共和 国 に は・ 州 はな く・15地 区・33市4市 区,2町194村 が あ っ

た(1977)。 一 般 に連 邦 構i成共 和 国 と 自治 共和 国 に は最 高 ソヴ
ェ ト,そ れ以 下 の

地 方 自治 体 に は人 民 代議 員 ソ ヴ ェ トが設 け られ た
。

ソ連 邦,連 邦 構成 共 和 国 お よび 自治共 和 国 にお け る最 高国 家 権 力機 関 は
,最

局 ソ ヴェ トで あ る(1977年 憲法第1・8条,137条 ,143条).な お 漣 邦 最 高 ソヴ ェ

トは・ 連 邦 ソ ヴェ トと民 族 ソヴ ェ トの2院 か らな る(第109条)
。 そ れぞ れ の最

局 ソ ヴェ トは代議 員 の なか か ら幹 部会 を選 出す る(第120条 ,138条,144条)。 最

高 ソヴ ェ トは・大 臣会議 一政 府 を繊 す る(第129条 ,139条,144条).大 臣会 議

e政 府 の構 成 員 に は代 議員 以 外 の者 を加 え る ことが で きる(第
129条)。 そ して

政府 は省,庁,委 員 会 な どの機 関 を もち,行 政 を執 行 す る(第131条 の7)。

各 級 の地 方 ソ ヴェ トの国 家権 力 機 関 は,そ れぞ れ の人民 代 議 員 ソ ヴェ トで あ

る(第145条)。 そ の仕組 は・最 高 ソヴ ェ トの複 写 版 で あ る と考 え て よいが
,相 違

もあ る。 地方 ソヴ ェ トは,ソ 連 邦 ,連 邦 構 成 共 和国,自 治 共和 国 の法令 によ っ

て与 え られ た権 限 の範 囲 内 にお い て 「決 定 」(日 本の条例 に相当)を 採 択 す る(第

148条)。 また地方 ソヴェ トは,代 議 員 の なか か ら執行 委 員 会 や各種 常 任 委員 会
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を選 出す る(第149条 その他)。 執 行 委 員会 の議 長 は,西 側 の州 知事 とか,あ るい

は市 町 村長 に相 当す る。地 方 ソ ヴェ トの代 議 員 は,執 行 委 員会 の構成 員 と して

活 動 す る場 合 もあ る し,計 画 ・予 算 ・工 業 ・建 設 ・教 育 等 々の常 任委 員 会 の構

成 員 と して活 動 す る場 合 もあ る(第146条,第147条)。

ソ ヴ ェ トの代議 員 は,各 級 ソヴ ェ トに お け る人 民 の全 権 代 表 で あ る(第103

条)。代 議 員 の選挙 は,普 通 ・平 等 ・直接 の選 挙権 に も とづ き秘密 投 票 に よ って

行 われ(第95条),選 挙 権 は18歳 以 上 のす べ て の国民,被 選 挙 権 は,ソ 連邦 最 高

ソ ヴ ェ ト代 議 員 は21歳 以 上,そ の他 の ソ ヴ ェ トの代 議 員 は18歳 以 上 で あ る

(第96条)。 代議 員 の任 期 は,ソ 連 邦 最 高 ソヴ ェ トが5年,そ れ以外 の ソ ヴ ェ ト

は2年 半 で あ る(第90条)。 代議 員 の選挙 は,各 選 挙 区 定数1の 小 選 挙 区制 で あ

り(第101条),立 候 補 者 は複 数 で もい い わ け で あ るが,実 際 に は1名 だ けで

あ った。代 議 員 の候 補 者 を推 薦 す る権 利 は,ソ 連 邦共 産 党,労 働 組合,コ ム ソ

モー ル の諸 組 織 協 同組 合,そ の他 の社 会 団体,労 働 集 団,部 隊 の軍 勤 務 員集

会 で あ る(第100条)。 選 挙 人 の信 頼 に こた え な い代 議 員 に つ い て は 当然,リ

コール の制度 が あ る(第107条)。 司法 制度 にっ いて は紹介 を省 略 す る。 ソ連 邦

憲 法 に は 「七 裁 判,仲 裁 お よ び検事 監 督 」に 「第20章 裁判 所 お よ び仲 裁 機

関 」 と 「第21章 検 察庁 」 とが 設 け られ,詳 細 な条 文 が あ る(第151-168条)。

ペ レス トロイ カの時期 の1988年,上 述 の ソ連 憲 法(1977年 制定)の 改正 が行

われ た。 新 設 の人 民代 議 員 大 会 が従 来 の最 高 ソヴ ェ トと並 んで 最高 権 力機 関 に

な った。1989年3月 の人 民代 議 員 選挙 は,初 の複数 候 補 制 の 自由選 挙 とな りs

当選 した代 議 員 の85%は 共 産 党 員 で あ ったが,し か し共 産党 レニ ング ラー ド州

委 員 会第1書 記 を は じめ州 委 員 会,市 委 員会 の書 記30人 が 落選 した。首 都 モ ス

ク ワの選 挙 で は,共 産 党 内保 守 派批 判 の急 先 鋒 エ リッ ィン(1931-)が 圧 勝 し,

これ を契機 に エ リツ ィンは ソ連 の運 命 を左右 す る政治 家 の地 歩 を固 め て い く。

エ リッ ィ ンは,1990年5月 に ロシア共和 国最 高 ソヴ ェ ト議 長 に選 出 され,1990

年7月 の ソ連 共 産 党 第28回 大 会 の 席 上 で離 党 を 表 明 し,1991年6月 に は 自

由 ・直接選 挙 に よ って初 代 の ロ シヤ連 邦 共 和 国大 統領 に選 出 され た。 なお連邦

構成 共 和 国 レヴ ェルで 「人 民代 議 員 大会 」 制度 を導 入 した の は,ロ シア と ウ ク
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ライ ナの2共 和 国 だ けで あ った。

さ て ソヴ ェ トで あ るが,最 後 の ソ連 共 産 党書 記 長 ゴルバ チ ョフ(1931-)も 認

め て い るよ うに,「 ソヴ ェ トは若 干 の行政 機 能 を委 任 され たが,各 級党 委 員 会 の

厳 重 な統 制 下 にお かれ て いた」。1989年6月 の時点 に お いて も,ソ 連 共 産 党 と

人民 代 議 員 大 会 ・最 高 ソヴ ェ ト ・政 府 との 関係 につ いて み る と,「 い か な る問

題 も[共 産 党]中 央 委 員会 の承 諾 な しに決 定 され て な らな い」 と確 信 す る幹 部

(33)

党 員 が大 半で あ った。

共産 党 員 に この よ うな信 念 を いだ かせ る に いた った経 緯 は何 か。 そ れ は,あ

の広 大 な ソ連 で,1917年 の 十一月 革命 後 まず 共産 党 組織 の全 国 的 ネ ッ トワー クが

徐 々 にっ くられ,こ の共 産 党組 織 の 「指 導 」 で各級 ソヴ ェ トが っ くられ て い っ

た,と い う事情 に注 目す る必要 が あ る。 上 は ソ連邦 最 高 ソヴ ェ トか ら下 は村 ソ

ヴェ トまで,す べ て対 応 す る共産 党 組 織 が先 に存 在 し,共 産党 員 が ソ ヴェ ト代

議 員 を兼 ね,市 や町 の党 委 員 会事 務 所 と役場 ・議 事堂 とが同一 の建 物 の な か に

同居 して い る例 もあ った。 共産 党 以 外 の政 党 の存在 は許 さ れな い ソ連 で はy人

材 はお のず と共 産 党 に集 中せ ざ るを え なか った。 ソ連 邦 や連 邦 構 成 共和 国,州

や地 方(ク ライ),大 都 市 の共産 党 組 織 は,専 門 的知 識 ・技能 を もっ 高学 歴 の常

勤党 職 員 ノ メ ンク ラ トゥー ラ,つ ま りキ ャ リアの エ リー ト官 僚 を多 数

擁 して い た。 た とえ ば,ゴ ルバ チ ョフは ソ連 共 産党 内で書 記 長,エ リツ ィ ンは

政治 局 員候 補 に まで の ぼ りつ め た エ リー トで あ り,い ず れ も大 学 卒,若 い時 代

は,地 方 の党 組 織 や ソヴ ェ ト,工 場 や コル ホ ー ズな どで,組 織 や政治,工 業 や

農業 の専 門家 と して経 歴 をっ ん だ ので あ る。 共 産党 の ソ ヴェ トに対 す る優 越 性

は歴 史 的 につ くられ て きた もの で あ った。

レー ニ ンはかっ て,ソ ヴ ェ トは,「 議会 制 度 の 長所 と直接 民 主主 義 の長 所 とを

統 合 す る可 能 性,す な わ ち立 法 機能 と法律 の執行[行 政]と を選 挙 され た人 民

の代 表 の一 身 に統 合 す る可能 性,を 与 え て い る。 これ は,ブ ル ジ ョア議 会 制 度

に く らべ て,民 主 主 義 の発 展 の うえ で世 界 史 的 な意 義 を もっ一 歩 前進 で あ る」

(34)

と述 べ た こ とが あ る。 しか し実 際 に は,ソ 連 の各 級 ソ ヴェ トを この よ うな機 関

にす る試 み は失 敗 し,レ ーニ ンの い うソ ヴ ェ トが本 来 も って い た 「可 能 性 」は,
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「実 在性 」へ の発 展 途 上 の初 期段 階 に,ソ 連 共 産党 とい う名 の政党 に よ って圧 殺

され て しま った ので あ る。

現 実 主 義 者 で あ る と と もに理 想 主 義 者 で もあ った レーニ ンは,ソ 連 の 「ソ

ヴェ ト」 が 彼 の考 え る よ うに運 動 しさえ す れ ば,ソ 連 にお け る 「社 会 主 義」 の

建設 も,「 共和 国 」の発 展 も実 現 され,ま た世 界各 国 の革 命 の前 進 に よ って,ソ

ヴ ェ ト社 会 主義 共 和 国 同盟 へ の加 盟 国 の数 もふ え,や がて 「世 界 コ ミュー ン」

が地 球上 に樹立 され るで あ ろ う,と 夢 想 して い た。 しか し,レ ー ニ ン らの夢 は

破 れ,ソ ヴ ェ トの形 骸 化 は ソヴ ェ ト連 邦 の崩 壊 を導 いた ので あ る。
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